
 

船舶インシデント調査報告書 

令和５年３月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和３年１１月２６日 ０９時３５分ごろ 

発生場所 関門港門司区西海岸沖 

 門司西海岸５号防波堤灯台から真方位２４８°１,０００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５６.６′ 東経１３０°５７.０′） 

インシデントの概要  プレジャーボート誉
ほまれ

は、航行中、主機が停止して運航不能となっ

た。 

インシデント調査の経過 令和３年１２月７日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 誉、２.４トン 

２７１－２７５８８福岡、個人所有 

ディーゼル機関、船内外機、４サイクル、出力１３２.３９kＷ、回

転数毎分３,６００、６気筒、使用燃料軽油、平成６年６月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人１人を乗せ、関門航路を航行

中、増速しようとしたが回転数が上がらず、その後、主機が停止し

た。船長は、機関室を確認したところ同室内に煙が充満していたの

で、航行不能と判断して、１１８番通報を行い、本船は来援した巡視

艇によりえい
．．

航された。 

 本船は、本インシデント後、船舶整備業者（以下「本件整備業者」

という。）が主機を点検したところ、シリンダブロックの潤滑油経路

が同ブロックを貫通する部分において潤滑油流出を止める目的で取り

付けられたシールキャップ（以下「本件シールキャップ」という。）

に生じた錆が進行して潤滑油の圧力により破損し、破損箇所から潤滑

油が漏れ出し、潤滑油量不足で主機のクランク軸の軸受けが焼き付い

たことが判明した。 

 船長は、船体及び主機の定期的な点検及び整備は本件整備業者に依

頼していた。 

 本件整備業者は、本インシデントの約半年前に船体及び主機の点検

を行ったが本件シールキャップが約１５mm と小さく、また、他の部品

に隠れていたので、錆が進行していることに気付かなかったと本イン

シデント後に思った。 



 

分析  本船は、船長が船体及び主機の定期的な点検及び整備を依頼してい

た本件整備業者が、シリンダブロックの潤滑油経路が同ブロックを貫

通する部分を塞ぐ本件シールキャップに生じた錆が進行していたこと

に気付かない状態で、船長が航行していたところ、潤滑油の圧力によ

り同シールキャップが破損したことから、破損した箇所から潤滑油が

漏れ出して潤滑油量が不足して潤滑不良となり、主機のクランク軸の

軸受けが焼き付き、運航不能となったものと考えられる。 

 本件整備業者は、過去に点検した際、本件シールキャップが小さ

く、他の部品に隠れていた同シールキャップに生じた錆の進行状態を

確認できなかったことから、本件シールキャップに生じた錆が進行し

ていることに気付かなかったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本件整備業者が、シリンダブロックの潤滑油経

路が同ブロックを貫通する部分を塞ぐ本件シールキャップに生じた錆

が進行していたことに気付かない状態で、船長が航行していたとこ

ろ、潤滑油の圧力により同シールキャップが破損したため、破損した

箇所から潤滑油が漏れ出して潤滑油量が不足して潤滑不良となり、主

機のクランク軸の軸受けが焼き付いたことにより発生したものと考え

られる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶整備業者は、機関の点検の際は各部の錆の発生及び進行の

程度を確認すること。 

・船舶整備業者は、船齢の古い船舶は、部品を取り外して錆の進

行を確認すること。 

 


